
 

 
議案第８号 
 

令和４年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算 
（第２号）について 

 
  令和４年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第２号）

を別添のとおり定めます。 
 
 
    令和５年２月１５日提出 
 
                                      相楽郡広域事務組合 
                                        代表理事 杉浦  正省 
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令和４年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第２号） 
 

  令和４年度相楽地区ふるさと市町村圏振興事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 
 

（歳入歳出予算の補正） 
第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６，６２８千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ７５１，４５９千円とする。 
２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表  

歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年２月１５日提出 

                                                             

相楽郡広域事務組合 

                                                            代表理事 杉浦  正省 

 



休日応急診療所収入２ 25,035 11,884 36,919

１診療報酬収入 13,028 23,891 36,919

２繰入金 12,007 △12,007 0

府支出金４ 0 4,744 4,744

１府補助金 0 4,744 4,744

734,831 16,628 751,459歳　　　　入　　　　合　　　　計

第１表　歳入歳出予算補正
歳　　入

款

(単位：千円)

項 補正額 計
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補正前の額



衛生費２ 30,095 16,628 46,723

１衛生費 30,095 16,628 46,723

734,831 16,628 751,459歳 出 合 計

歳　　出

款

(単位：千円)

項 補正額 計補正前の額
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11,884 36,919２休日応急診療所収入 25,035

4,744 4,744４府支出金 0

16,628 751,459歳 入 合 計 734,831

（単位：千円）

歳入歳出補正予算事項別明細書
　１．総　　括

　歳　　入

款 補正前の額 補正額 計

-4-



4,74446,72316,628 △12,00723,8910２衛生費 30,095

4,744751,45916,628 △12,00723,8910歳　　　　出　　　　合　　　　計 734,831

一般財源その他地方債国府支出金
特　　定　　財　　源
補　正　額　の　財　源　内　訳

（単位：千円）　歳　　出

款 補正前の額 補正額 計
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2 休日応急診療所収入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

（単位：千円）1 診療報酬収入（款） （項）

13,028 36,919 23,8911 診療報酬収入  診療報酬収入23,891 1 診療報酬収入                    23,891

13,028 36,919計 23,891

2 休日応急診療所収入

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

2 繰入金（款） （項）

12,007 0 △12,0071 一般会計繰入金  一般会計繰入金△12,007 1 一般会計繰入金                  △12,007

12,007 0計 △12,007

4 府支出金

目 補正前の額 補　正　額 計
節

区　　分 金  額
説　　　　　　　　　　　　　　明

1 府補助金（款） （項）

0 4,744 4,7441 府補助金  ゴールデンウイーク診療・検査実施医療機関4,744 1 府補助金

 協力金                       600

 お盆期間診療・検査実施医療機関協力金                      300

 年末年始等診療体制確保協力金                    1,900

 休日診療所発熱外来拡充協力金                    1,944

0 4,744計 4,744
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２  歳　　入



節

説 明
金　額区　分

そ の 他
一般財源

地 方 債国府支出金

特　定　財　源

補　正　額　の　財　源　内　訳

計補　正　額補正前の額目

（単位：千円）2 衛生費（款） （項） 1 衛生費

12,10504,744  休日応急診療所運営経費△12,0071 休日応急診 29,458 4,842 34,300 1 報酬 551               4,842

 1節　報酬療費

　1　会計年度任用職員（看護師）3 職員手当等 403                 291

　2　会計年度任用職員（管理事務職員）10 需用費 3,373                 139

　3　会計年度任用職員（事務補助職員）11 役務費 215                 121

 3節　職員手当等17 備品購入費 300

　1　地域手当 8

　2　通勤手当 15

　3　特殊勤務手当 42

　5　時間外勤務手当 338

 10節　需用費

　7　医薬材料費               3,373

 11節　役務費

　1　通信運搬費                 215

 17節　備品購入費

　3　ノートパソコン2台                300

11,78600  休日応急診療所運営予備費02 休日応急診 637 11,786 12,423      11,786

療費予備費

23,89104,744計 △12,00730,095 16,628 46,723

３　歳　　出
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